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●
高
島
市
障
害
程
度
区
分
認
定
審
査

会
の
委
員
の
定
数
等
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

　
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
の
改

正
に
よ
り
、
該
当
す
る
文
言
の
整

理
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
根
拠
と

な
る
法
改
正
の
内
容
や
調
査
員
の

体
制
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
ま
し

た
。

●
平
成
25
年
度
高
島
市
病
院
事
業
会

計
資
本
剰
余
金
の
処
分
に
つ
い
て

　

質
疑
に
お
い
て
は
、
処
分
す
る

機
器
類
の
中
に
は
耐
用
年
数
を
超

え
て
使
用
し
て
い
る
も
の
も
あ

り
、
そ
の
判
断
基
準
や
方
法
、
ま

た
日
常
の
機
器
の
管
理
や
、
全
体

の
医
療
機
器
更
新
の
考
え
方
等
に

つ
い
て
確
認
を
行
い
ま
し
た
。

●
高
島
市
福
祉
医
療
費
助
成
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

　

同
じ
く
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」

の
改
正
に
よ
り
、
福
祉
医
療
費
助

成
条
例
に
お
い
て
引
用
す
る
法
律

の
条
項
の
ず
れ
を
改
め
る
も
の
で

す
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
根
拠
と
な

る
法
改
正
の
内
容
を
確
認
し
ま
し

た
。

●
高
島
市
国
民
健
康
保
険
診
療
所
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

　

本
年
５
月
に
新
築
移
転
す
る
朽

木
診
療
所
の
所
在
地
を
改
め
る
条

例
の
改
正
で
あ
り
、
診
療
所
の
医

師
確
保
に
向
け
た
状
況
に
つ
い
て

質
疑
が
あ
り
、
現
在
増
員
に
つ
い

て
調
整
中
で
あ
る
と
の
説
明
を
受

け
ま
し
た
。

●
高
島
市
子
ど
も
医
療
費
助
成
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

　

昨
年
10
月
よ
り
小
・
中
学
生
の

入
院
を
対
象
に
実
施
し
て
い
る
医

療
費
の
自
己
負
担
分
の
助
成
に
つ

い
て
、
本
年
10
月
よ
り
、
通
院
を

含
め
、
す
べ
て
の
療
養
に
拡
大
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

拡
大
の
時
期
に
併
せ
て
導
入
さ

れ
る
「
受
給
券
」
に
よ
る
助
成
方

法
の
内
容
や
、
実
施
ま
で
の
具
体

的
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
確
認

す
る
と
と
も
に
、
委
員
か
ら
は
、

若
者
の
定
住
促
進
に
も
つ
な
が
る

よ
う
効
果
的
な
Ｐ
Ｒ
を
図
ら
れ
た

い
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

●
高
島
市
社
会
教
育
委
員
設
置
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

　

社
会
教
育
法
の
改
正
に
よ
り
、

社
会
教
育
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て

は
条
例
で
定
め
る
も
の
と
さ
れ
た

こ
と
に
よ
る
必
要
な
条
項
の
改
正

で
あ
り
、
社
会
教
育
関
係
の
他
の

審
議
会
等
と
の
関
係
を
中
心
に
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

可決
すべき 総 務

常任委員会
石田 哲 委員長

●
高
島
市
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定

化
資
金
貸
付
基
金
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
案

　

基
金
の
貸
付
額
を
1
億
円
か
ら
4
億

円
に
、
期
間
を
平
成
26
年
3
月
31
日
か

ら
平
成
30
年
3
月
31
日
ま
で
に
延
長
す

る
も
の
で
す
。

　

現
在
、
国
保
会
計
は
、
高
齢
化
に

伴
う
医
療
機
関
へ
の
受
診
回
数
の
増
加

や
、
低
所
得
者
層
の
増
加
等
に
よ
る
税

収
の
減
少
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
や
介

護
納
付
金
の
増
加
等
に
よ
り
、
平
成
25

年
度
と
平
成
26
年
度
の
2
年
間
で
4
億

6
0
0
万
円
の
赤
字
見
込
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
赤
字
会
計
に
対

処
す
る
た
め
、
国
民
健
康
保
険
財
政
安

定
化
資
金
貸
付
基
金
か
ら
の
借
り
入
れ

に
よ
っ
て
、
2
年
間
の
歳
入
不
足
を
補

填
し
、
国
保
財
政
の
安
定
化
を
図
り
ま

す
。

　

審
議
の
結
果
、
基
金
額
の
増
額
と

運
用
期
間
の
延
長
を
求
め
る
議
案
と
し

て
、全
員
賛
成
で
「
可
決
す
べ
き
も
の
」

と
決
定
し
ま
し
た
。

●
高
島
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案

●
高
島
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案

　

以
上
の
二
議
案
は
、議
員
お
よ
び

特
別
職
の
職
員
が
、公
務
の
た
め
県

外
に
出
張
し
た
場
合
に
日
当
を
支

給
す
る
た
め
の
改
正
で
す
。

　

審
議
の
結
果
、議
員
の
日
当
に
つ

い
て
は
賛
成
多
数
で
、特
別
職
の
職

員
の
日
当
に
つ
い
て
は
全
員
賛
成
で

「
可
決
す
べ
き
も
の
」と
決
定
し
ま

し
た
。

　

そ
の
他
9
議
案
に
つ
い
て
も
、全

員
賛
成
で
「
可
決
す
べ
き
も
の
」と

決
定
し
ま
し
た
。

●
高
島
市
部
設
置
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
案

　
「
市
民
環
境
部
」を「
市
民
生
活
部
」

と「
環
境
部
」に
、「
産
業
経
済
部
」を

「
農
林
水
産
部
」と「
商
工
観
光
部
」に

改
め
、「
上
下
水
道
部
」を
廃
止
す
る

も
の
で
す
。

　

そ
の
う
ち
特
に
、「
上
下
水
道
部
」

を「
土
木
交
通
部
」に
包
含
す
る
案
件

に
つ
い
て
、審
議
が
集
中
し
ま
し
た
。

　

執
行
部
の
説
明
に
対
し
委
員
か
ら

意
見
が
出
さ
れ
当
日
採
決
を
す
る
事

が
難
し
く
、後
日
、市
長
出
席
の
も
と

改
め
て
審
査
す
る
こ
と
に
決
定
し
延

会
と
な
り
ま
し
た
。

　

３
月
24
日
、市
長
に
出
席
を
求
め

委
員
会
を
開
催
し
、市
長
の
考
え
方

に
つ
い
て
説
明
を
受
け
再
審
査
し
た

結
果
、「
土
木
交
通
部
」を
「
土
木
上

下
水
道
部
」と
名
称
変
更
す
る
一
部

修
正
案
が
緊
急
動
議
に
よ
り
提
出
さ

れ
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、修
正
案
が
賛
成
多

数
で「
可
決
す
べ
き
も
の
」と
決
定
し

ま
し
た
。続
い
て
、修
正
議
決
を
し
た

部
分
を
除
く
原
案
の
採
決
を
行
い
、

全
員
賛
成
で「
可
決
す
べ
き
も
の
」と

決
定
し
ま
し
た
。

文教福祉
常任委員会
秋永 安次 委員長

可決
すべき

修
正
案
…
？

　

原
案
に
修
正
を
加
え
た
議
案

を
「
修
正
案
」
と
い
い
ま
す
。

　

修
正
案
が
提
出
さ
れ
る
と
、

ま
ず
修
正
案
が
採
決
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
が
可
決
さ
れ
た
場
合
、
修

正
部
分
の
み
が
議
決
さ
れ
た
こ

と
に
な
り
、
そ
の
後
、
修
正
部

分
を
除
く
原
案
を
採
決
し
ま
す
。

議
案（
原
案
）の
提
案
説
明

▼

議
案（
原
案
）に
対
す
る
質
疑

▼

修
正
案
提
出

▼

修
正
案
に
対
す
る
質
疑

▼討
論

▼

修
正
案
の
採
決

▼

　
　
　
　
　

▼

原
案
の
採
決

修
正
部
分
以
外

の
採
決

否
決

可
決

▲新朽木診療所

▲高島市民病院




